
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律  

（化審法）  の体系図及び改正化書法の体系図  

現行の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の体系区  
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環境汚染を防止するため、  

必要な規制を行うこと  

取扱い方法等からみて環境  
汚染のおそれがない場合と  
して政令で定める場合  
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の疑いあり  

第二種監視化学物質  第三種監視化学物質  第一種監視化学物質  

・製造一輪入実績数量等   

の届出  
・指導・助言 等  

製造・輸入実績数量等  

の届出  

指導・助言 等  

製造・輸入実績数量等  

の届出  
指導・助言 等  

有害性調査指示  

（必要な場合）  

有害性調査指示  

（必要な場合）  

有害性調査指示  

（必要な場合）   
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l・難分解性あり  難分解性あり  
高蓄積性なし  
人への長期毒性あり  
被害のおそれが認められる  
環境残留  

・難分解性あり  
・高蓄積性なし  

・生活環境動植物への毒性あり  
・被害のおそれが認められる  
環境残留  

高蓄積性あり  

人への長期毒性  
l又は高次捕食動物  

lへの毒性あり  

第一種特定化学物質  

二智造二輪X誘許苛打‾‾‾…  

（事実上禁止）  

・特定の用途以外での使用   

の禁止  

・政令指定製品の輸入禁止  

等  

第二種特定化学物質  

・製造・輸入予定／実績  

数量等の届出  

・必要に応じて、製造・輸入  

予定数量等の変更命令  

・技術上の指針公表・勧告  

・表示義務・勧告 等  （注）上記のいずれの要件に  

も該当しない場合には  
規制なし  

○製造・輸入事業者が自ら取り扱う化学物質に閲し把握した有害性情報の報告   



改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の体系区  
界今上野改正ガガ脚で斎示  

既存化学物質  
新規化学物質  

：優先評価化学物質等  

政令で  

定める場合  

（中間物等）  

基準」仁斎ぎする   

庇窟倉の  

高分子焙倉物  

以外のもの  年間製造・  

輸入数量  

1トン以下  

年間製造1  

輸入数量  

1トン超  
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一度化学物屠  

・忍者・磨ス潮音の届軍  事前の  
届出義務  

リスク注1）  

認められ  
に低いと  

事前審  事前確認  

（→製造・輸入可）   

事後監視  

分解性、蓄積性  人への  「‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
難分解性あリ  動植物へ  
高蓄積性なし  
年間製造・輸入数量  
10トン以下  穿鱈、髪  

扁スポ冴筈に  

ブq切断  

点ス予一定数屋  

リスク注1）が十分に低いと  

認められない  
・難分解性あり  
・高蓄積性あり  

慶定肋学脚  

・鹿茸・扁ス搬、胸算の尉  
・虜有す竃有甜修好の好穿の鼻オ義彦如ノ  

・屠靡事業者にガす各停詳伝磨の努力塵磨 等  

監視化学物質（旧第一種監視化学物質）  

■製造・輸入実績数量、用途等の届出  

・保有する有害性情報の報告の努力義務  

・一好政事業者／ニ対す盈停好伝達の努力彦虜 等  

必要な場合  必要な場合  

看貫鱈修好、及冴  
炭労の好吉夢求  

盾及炭′好の好告  

要求  

必要な場合  必要な場合  

有害性調査指示  有害性調査指示  

・人又は生活環境動植物への毒性あり  
・被害のおそれのある環境残留あり  
・超分相羽如I効百を含む  

人への長期毒性又は  
高次捕食動物への毒性あり  

・製造・輸入予定／実績数量等の届出  

・必要に応じて、製造・輸入予定数量等の変更命令  

・物質皮臓の取扱事業者に対する技術上の指  
針遵守・表示義務 等  

注1）本国において、リスクとは、第二種特定化学物質の要件である、「人への長期毒性又は生活環境動植物への生態毒性」  

及び「被害のおそれが認められる環境残留」に該当するおそれのことを指す。  
注2）第二種及び第三種監視化学物質は廃止される。これらに指定されていた物質について、製造・輸入数量、用途等を勘案し  
て、必要に応じて優先評価化学物質に指定される。  

注3）第二種特定化学物質にも適用される。  
注4）有害性情報を新たに得た場合の報告義務あり。（第一種特定化学物質を除く。）  
注5）必要に応じ、取扱方法に関する指導・助言あり。（第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質）  
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